
労働法令の基礎を体系的に学ぶ１日研修です

現場管理者・労務担当者に、労働法令の知識がなく発生する労働トラブルが増加しており

ます。労働トラブルを防ぎ、企業を伸ばす労務管理の実施には、労働者の管理に携わる多く

の方が、労働基準法、労働安全衛生法、労働保険等の知識を習得することが不可欠です。

そこで愛知県下各労働基準協会では、「働き方改革関連法」を含む労働法令の基礎を、体

系的に学ぶ「労働実務総合研修」を開催しております。

労務管理のさらなる向上のため、ぜひともご参加いただきますようご案内申し上げます。

主 催 愛 知 県 下 各 労 働 基 準 協 会
名北・名古屋南・名古屋東・名古屋西・豊橋・岡崎・一宮・半田・刈谷・豊田・瀬戸・津島・江南・西尾労働基準協会
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β労働実務基礎講習を受講され、令和３年度版「労務管理の早わかり」を
お持ちの方は、会費より2,000円差し引かせていただきます。
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現場管理者・労務担当者の責任は重大です

労働トラブル防止の第一歩は労働法令の知識を体系的に学ぶことです

ה

労働法令の基礎を体系的に学ぶ１日研修が 「労働実務総合研修」です

法人・現場責任者を送検平成31年1月

〇〇

㈱と同社現場責任者

32

書類送検

29

40

「労働実務総合研修」

愛知労働局令和元年定期監督結果

現
場
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経
営
者
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が
及
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労務管理の知識と認識を
持つことは容易ではありません

労働法令の知識がなく発生する労働トラブルが増加してます

まず人命の大切さを再認識 分かりやすいスライド講義

労働小話でトラブルの怖さを理解 午前・午後のリフレッシュ体操

開 催 月 日 時 間 会 場 定 員

9時30分～
16時30分 ₈ ₉ ４５名

主な違反状況（実施事業場6,045件のうち69.0％に違反あり）

1.労働時間

30.6%
4.割増賃金

16.7%
3.安全基準

13.7%
2.健康診断

9.4%

5.労働条件明示

8.9%

β新型コロナウイルス感染症の状況により定員等変動します。ご了承ください。

令和４年４月２０日（水）・６月２２日（水）・８月２４（水）

１０月１１日（火）・１２月１４日（水）
令和５年２月１５日（水）



(1) 労働基準法の実務のポイント

♥◐☻♩
「労務管理の早わかり」
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●支店長・工場長・部長・課長等の事業場責任者・現場管理者

●労務人事・安全衛生の新任担当者等

●企業経営者・新規開業者

(2) 労災・雇用保険法の実務のポイント

(3) 労働安全衛生法の実務のポイント

(4) 労使トラブル防止の実務のポイント

講師 一般社団法人 名北労働基準協会 専務理事・事務局長

特定社会保険労務士・ＲＳＴトレ－ナー市之瀬 高 司

講師 一般社団法人 名北労働基準協会 ホワイト企業推進本部長・総務部長

ＲＳＴトレーナー・元労働保険事務組合課長

講師 池戸労務安全管理事務所 所長 池 戸 宏 光 氏

講師 一般社団法人 名北労働基準協会 副会長 社会保険労務士 石 田 幹 夫

【講師ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ】

【講師ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ】

【講師ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ】

主な内容 (1)労働基準法の特色 (2)労働のルールブック (3)採用と退職

(4)法改正を含む労働時間の規制 (5)年少者・妊産婦 (6)今後の労務管理

【講師ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ】

主な内容 (1)トラブル発生の形態(2)トラブル解決の対応(3)トラブル事例
①解雇 ②勧奨退職 ③賃金減額 ④配置転換・転勤 ⑤セクハラ

主な内容 (1)社会保険制度の体系 (2)労災保険の給付内容と必要手続
(3)雇用保険の給付内容と必要手続 (4)労働保険事務組合制度

主な内容 (1)法の体系、特徴 (2)取り組みの歴史、成果、課題(3)課題へ
の対応 (4)安全衛生管理体制 (5)健康診断 (6)安全配慮義務・法改正

会員９，４２０円 非会員１２，５６０円

β講習修了者には「修了証」を交付いたします。

β労働実務基礎講習を受講され、令和３年度版「労務管理の早わかり」を
お持ちの方は、会費より2,000円差し引かせていただきます。
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β個人情報

R4.1.14

労働実務総合研修 申込書（コピー可）

研修時間 1時間 2時間 3時間 6時間

研修費用 99,000円～ 132,000円 165,000円 264,000円

テキスト代
200 1000

150 8,000

:

申込日 年 月 日

名古屋高速
黒川出口

申 込 要 領
申込書を各労働基準協会へファックスのうえ、開催日の14日前までに会費を下記銀行口座へお振込ください。実施機関よ

り受講票を受講日の7日前までにお送りいたします。

名 称 所 在 地 電話番号 ＦＡＸ番号 対象地区

申
込
先

( ) ₔ462- 8575 1- 13- 1 (052)961- 1666 (052)962- 1670 / / / / /

( ) ₔ455- 0014 1- 2- 2 (052)651- 9246 (052)651- 1411 / /

ₔ467- 0863 8- 9 ⱦꜟ (052)882- 3909 (052)883- 3586
/ / / / / /

/ /

ₔ450- 0003 1- 5- 17 Ⱡ♇♩ⱪꜝ◙ ⱦꜟ (052)581- 8086 (052)581- 8089 / / / /

ₔ440- 0874 14 (0532)54- 2131 (0532)54- 2130 / / / / /

ₔ444- 0831 1- 3- 8 (0564)52- 3692 (0564)54- 0739 /

ₔ491- 0044 1- 3- 6 ◓ꜝfi♪ⱷ♂fi (0586)48- 5495 (0586)48- 5496 /

( ) ₔ475- 0902 151- 32 (0569)21- 4440 (0569)21- 4441 / / / / /

( ) ₔ448- 0853 1- 29 Ɫכ♩ⱥꜟ☼ ⱦꜟ (0566)21- 6337 (0566)21- 6366 / / / /

ₔ471- 0826 ♩ꜜ♃ ♩ꜜ♃ (0565)28- 9411 (0565)24- 3922 /╖╟⇔

ₔ489- 0805 1- 8 (0561)82- 2575 (0561)59- 3575 / /

ₔ496- 0044 3- 26 ♠◦ⱴ►כꜟ (0567)26- 4603 (0567)28- 7390 / / /№╕ /

ₔ483- 8164 220- 1 (0587)55- 2341 (0587)55- 6125 / / /

ₔ445- 0062 6- 1 ⱦꜟ (0563)56- 0244 (0563)56- 0244

UFJ No.
β ╣ ╡╕∆⅜⁸ │↔ ™╕∆⁹

【会場アクセス】
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ꜛχ ʾ πέ ΨιήΜʻ

愛知県下の企業勤労者等の皆様が、
年間約１万人受講される会場です。

●会場案内 一般社団法人名北労働基準協会

令和３年度版
労務管理の早わかり

スギヤマ


